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第２部 

【資料１：２６業務、自由化業務等と派遣受入期間】 

　１号 情報処理システム開発 １４号 建築物清掃

　２号 機械設計 １５号 建築設備運転等

　３号 放送機器操作 １６号 受付、案内、駐車場管理等

　４号 放送番組等制作 １７号 研究開発

　５号 事務用機器操作 １８号 事業の実施体制の企画、立案

　６号 通訳、翻訳、速記 １９号 書籍等の制作、編集

　７号 秘書 ２０号 広告デザイン

　８号 ファイリング ２１号 インテリアコーディネーター

　９号 調査 ２２号 アナウンサー

１０号 財務処理 ２３号 ＯＡインストラクター

１１号 貿易（取引文書作成） ２４号 テレマーケティングの営業

１２号 デモンストレーション ２５号 セールスエンジニア、金融商品の営業

１３号 添乗 ２６号 放送番組等の大道具、小道具

①

②

③

⑤ 弁護士、税理士等のいわゆる「士」業務（一部例外有）

（１）
（２）～（５）以外の業務
（自由化業務）

（２） 政令２６業務（上記参照）

（３） ３年以内の有期プロジェクト業務

（４） 日数限定業務
１ヶ月の所定労働日数の半分以下かつ１０日以下

（５）
産前産後・育児・介護休業を取得
する労働者の業務

制限なし

制限なし（休業取得者が職場復帰するまで）

＜派遣労働者の受入期間の制限＞

港湾運送業務

建設業務

警備業務

病院等における医療関係の業務
④

（除く、紹介予定派遣、産休等休業取得者の代替、へき地の医師）

原則１年、最長３年まで

制限なし

制限なし（３年以内）

＜派遣受入期間の制限のない政令２６業務とは＞

＜労働者派遣が行うことができない業務とは＞
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【資料２：派遣事業の種類】 

 

派遣事業の種類 派遣労働者の構成 事業開始のための手続き 

一般労働者派遣事業 

（登録型） 

登録スタッフまたは 

登録スタッフ及び常用社員 
許可 

特定労働者派遣事業 

（常用型） 
常用社員 届出 

 

【資料３：派遣先管理台帳記載事項】 

 

１．派遣労働者の氏名 

２．派遣元事業主の氏名又は名称 

３．派遣元事業主の事業所の名称 

４．派遣元事業主の事業所の所在地 

５．派遣就業をした日（実際に就業した日の実績を記載する） 

６．派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間（実績） 

７．従事した業務の種類 

８．就業した場所 

９．派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 

10．紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 

11．派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項 

12．派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項 

13．派遣元事業主から通知を受けた労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

の被保険者資格取得届の提出の有無（「無」の場合は、具体的理由を付すこと。） 
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【資料４：労働基準法の責任分担】 

 

派遣元の負うべき責任 派遣先の負うべき責任

均等待遇 均等待遇

男女同一賃金の原則

強制労働の禁止 強制労働の禁止

公民権行使の保障

労働契約

賃金

変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制、専門業務
型裁量労働制、時間外・休日労働に関する協定の締結、届出

労働時間、休憩、休日

時間外・休日、深夜の割増賃金

年次有給休暇

最低年齢

年少者の証明書

労働時間及び休日（年少者）

深夜業（年少者）

危険有害業務の就業制限

帰郷旅費（年少者） （年少者及び妊産婦等）

産前産後の休業 坑内労働の禁止（年少者及び女性）

産前産後の時間外・休日、深夜業

育児時間

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

徒弟の弊害の排除 徒弟の弊害の排除

職業訓練に関する特例

災害補償

就業規則

寄宿舎

申告を理由とする不利益取扱いの禁止 申告を理由とする不利益取扱いの禁止

国の援助義務 国の援助義務

法令規則の周知義務

労働者名簿

賃金台帳

記録の保存 記録の保存

報告の義務 報告の義務
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【資料４－②：労働安全衛生法の責任分担】 

 

派遣元の負うべき責任 派遣先の負うべき責任

職場における安全衛生を確保する事業者の責務 職場における安全衛生を確保する事業者の責務

事業者等の実施する災害防止に関する措置に協力する労働者の責務 事業者等の実施する災害防止に関する措置に協力する労働者の責務

労働災害防止計画の実施にかかる厚生労働大臣の勧告等 労働災害防止計画の実施にかかる厚生労働大臣の勧告等

総括安全衛生管理者の選任等 総括安全衛生管理者の選任等

安全管理者の選任等

衛生管理者の選任等 衛生管理者の選任等

安全衛生推進者の選任等 安全衛生推進者の選任等

産業医の選任等 産業医の選任等

作業主任者の選任等

統括安全衛生責任者の選任等

元方安全衛生管理者の選任等

点外安全衛生管理者の選任等

安全委員会

衛生委員会 衛生委員会

安全管理者に対する教育等 安全管理者に対する教育等

労働者の危険または健康障害を防止するための措置

　事業者の講ずべき措置

　労働者の遵守すべき事項

　事業者の行うべき調査等

　元方事業者の講ずべき措置

　特定元方事業者の講ずべき措置

定期自主検査

化学物質の有害性の調査

安全衛生教育 安全衛生教育

（作業内容変更時、危険有害業務就業時） （作業内容変更時、危険有害業務就業時）

職長教育

危険有害業務従事者に対する教育

就業制限

中高年齢者等についての配慮 中高年齢者等についての配慮

事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助 事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助

作業環境測定

作業環境測定の結果の評価等

作業の管理

作業時間の制限
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派遣元の負うべき責任 派遣先の負うべき責任

健康診断
（一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取）

健康診断
（有害な業務にかかる健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴
取）

健康診断（健康診断実施後の作業転換等の措置） 健康診断（健康診断実施後の作業転換等の措置）

健康診断の結果通知

医師による面接指導等

医師等による保健指導

病者の就業禁止

健康教育等 健康教育等

体育活動等についての便宜供与等 体育活動等についての便宜供与等

快適な職場環境の形成のための措置

安全衛生改善計画等

機械等の設置、移転にかかる計画の届出、審査等

申告を理由とする不利益取扱いの禁止 申告を理由とする不利益取扱いの禁止

使用停止命令等

報告等 報告等

法令の周知 法令の周知

書類の保存等 書類の保存等

事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助 事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助

疫学的調査等 疫学的調査等
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